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新型インフルエンザワクチンは、当面確保できる数が限られているため、接種を希望する方全員に一度に接種す
ることができません。
そのため、優先的に接種できる順番を設定し、死亡や重症化するリスクの高い方と、治療に従事する医療従事者
を優先することになりました。
優先的に接種できる方々と接種の標準的なスケジュールは次のとおりです。

○新型インフルエンザワクチンの効果
このワクチンは重症化の防止には一定の効果はありますが、感染を１００％防ぐものではありません。
○副反応（副作用）について
ワクチン接種後、はれたり、熱が出るなどの症状が出るケースもあり、まれに、重篤な症状を引き起
こす可能性もあります。

１ 新型インフルエンザワクチンとは

新型インフルエンザ

ワクチン接種についてお知らせワクチン接種についてお知らせ

２ 優先的に接種できる方々について

基礎疾患（最優先）

高齢者

基礎疾患（その他）

小学校１年生～３年生

小学校４年生～６年生

妊 婦

幼児（1歳～就学前）

医療従事者

1歳未満児等の保護者

効果、副反応（副作用）などをご理解いただき、医師ともご相談の上、個人の判
断により接種していただきますようお願いします。

11/14から接種開始

12/７から
接種開始

12/17から
接種開始

12月下旬から
接種開始

平成21年11月30日
鳥取県福祉保健部

中学生

高校生1月上旬から
接種開始

◇基礎疾患とは
慢性の呼吸器・心・腎・肝疾患、神経疾患、神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、小児慢性疾患等
◇接種を希望される方はかかりつけ医にご相談の上、お申し込みください。（基礎疾患のある方については一定の
基準を満たす方のみが対象となります。）
◇優先接種以外の方については、今後の流行状況、接種状況、供給量をふまえ、優先接種者の接種が終了次第、
対応していきます。
◇基本的に新型インフルエンザに既に感染した方（注）については、免疫が獲得されているため、ワクチンの接種を受

ける必要はないと考えられます。
（注）・専門の検査（PCR検査など）により新型インフルエンザに罹患したことが確定した方
・2009年の夏以降、A型のインフルエンザと診断された方 （厚生労働省が行っている調査によると、2009年夏から2009年11月11日現
在までに、国民が感染しているインフルエンザの大部分は新型インフルエンザウイルスによるものです。） （厚生労働省Q&Aより）

３ 接種スケジュールの目安【11月24日現在】
＊1歳から13歳未満は2回接種が必要です。
＊13歳以上の中高生は当面2回接種ですが、今後、国の臨床試験の結果等で接種回数が判断されます。
＊国の判断でスケジュールが変更となる場合がありますのでご注意ください。

小学生については学校
医による医療機関等での
集団接種もできることとし
ました。
学校によって対応が異
なりますので学校からの
お知らせをお待ちください。



同じ医療機関で２回接種すると 合計６，１５０円 （１回目３，６００円＋２回目２，５５０円）
異なる医療機関で１回ずつ接種すると 合計７，２００円 （３，６００円×２回）

＊低所得の方などへの減免措置等については、各市町村にお問合せください。

５ 接種費用について

６ 接種までの流れについて
優先接種の対象に該当すると思われる方は、かかりつけ医に相談し、
対象となるかどうか確認し、スケジュールと接種場所を確認しましょう。
（かかりつけ医が接種医療機関ではない場合もあります。）

接種時に自分がスケジュールに合った対象者であることを示すため
の書類（下表参照）をご準備ください。

接種を実施する医療機関にワクチン接種を申し込んでください。
実際の接種日など、詳しくは接種する医療機関に相談してください。

必要書類を持参し、接種します。
接種後、接種部位がはれたり熱が出るなどの症状が出るかもしれま
せん。気になる症状が出たり長引いたりするときは、接種した医療機
関に相談してください。

スケジュールと接種場所の確認

提出書類の準備

接種の申し込み

接種の実施

７ 提出書類リスト（証明書によっては文書料が必要な場合もあります。）

７．65歳以上の方

「各種健康保険被保険者証」、「学生証」、「運転免許証」、「住民票」等

（年齢を確認できる書類）

６．小学校4年生から高校生に相当す
る年齢の方

・「優先接種対象者証明書」

・「各種健康保険被保険者証」または「住民票」等

（ワクチンが接種できない優先接種対象者と同一世帯であることが確認できるもの）

５．上記１～３の優先接種対象のうち

身体上の理由で予防接種できな

い方の保護者

「母子健康手帳」または「各種健康保険被保険者証」「住民票」等

（1歳未満児と同一世帯であることが確認できるもの）４．1歳未満児の保護者

「母子健康手帳」または「各種健康保険被保険者証」等３．1歳から小学校3年生

「優先接種対象者証明書」（かかりつけ医が交付）等

※かかりつけ医療機関で接種の場合は必要ありません。
２．基礎疾患のある方

「母子健康手帳」等１．妊婦

必要書類優先接種対象者

新型インフルエンザワクチンに関する問合せ先 【受付時間 平日8:30～17:15】
鳥取県福祉保健部医療指導課 ０８５７－２６－８６６６
東部総合事務所福祉保健局（鳥取保健所） ０８５７－２２－５１００
中部総合事務所福祉保健局（倉吉保健所） ０８５８－２２－７００６
西部総合事務所福祉保健局（米子保健所） ０８５９－３１－５８００

聴覚障がい等のあるかたで希望されるかたはファクシミリでの相談も受け付けます。
県庁健康政策課 ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８５７－２６－８１４３

＊詳細は鳥取県ホームページ「とりネット」の「鳥取県の新型インフルエンザ対応」をごらんください。
ホームページアドレス：http://www.pref.tottori.lg.jp/influenza/

接種できる医療機関が決まっています。中面の「新型インフルエンザワクチンの接種が可能な医
療機関」を参考にしてください。
また、「とりネット」（県のホームページ）に随時新しい情報をお知らせしていますのでご確認ください。

４ ワクチン接種できる医療機関について

http://www.pref.tottori.lg.jp/influenza/
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